
         

 

  

                             

～３年ぶりの宿泊校外学習に思うこと～ 

                                       校 長  佐藤 専太郎 

 

新年度が始まって２ヶ月。１学期も折り返しました。子どもたちには、生活面や学習面を中心に今までの

学校生活を振り返り、自分自身の成長と努力すべき点についてしっかりと確認してほしいと思います。その

ためにも、４月に立てた今年度の目標に立ち返らせ、「できたこと」や「できなかったこと」を明らかにして、

少しでも改善が図り、残り１ヶ月半を有意義に過ごせるよう指導やアドバイスを行ってまいります。 

  子供たちは、コロナウイルス感染症対応等により制限のある活動を余儀なくされてきました。私たちは、当

たり前に行っていたことが当たり前にできることへのありがたさ、物事に対する畏敬の念を持つことの大切

さなどを改めて教えてもらった気がします。今年度は、オリエンテーションや授業も順調に進み、２年生は５月

２０日から２２日までの３日間、林間学園に行ってきました。泊を伴った校外学習の実施は３年ぶりになりま

したが、２年生保護者の皆様のご支援・ご協力のおかげで、無事に終えることができました。ありがとうござ

いました。生徒たちは、登山、キャンプファイヤー、オリエンテーリングなどの体験を通して、校内生活では得

ることができないことを学びました。また、感染症対応からも多くのことを学んだことと思います。コロナ禍で

の体験で得た知識や経験等が、これからの社会を生き抜く真の能力（ちから）として、生徒たちの成長に大

きな糧となることを願っています。 
 
 
 
 

安達太良山登山    オリエンテーリング   キャンプファイヤー  バス内レクリエーション   会津若松市内巡り 

 
〇修学旅行を通して学ぶとは 

３年生は、６月４日からの修学旅行に向けて気持ちを高めています。それは、今まで、各学級から選出され

た生徒で構成する修学旅行実行委員会が中心となり、宿泊を伴う２泊３日の生活を充実したものにするた

め、学級・学年で話し合いを重ねるとともに、生徒一人ひとりが担当する係の活動の進め方を通して、どの

ような過ごし方をすればよいかを考え、理解してきているからです。そして、見学地の文化や歴史の理解を

深めるための事前準備を行う中で、学ぶことの意識を高めています。 

３年生は、コロナ禍により、これまでの中学校生活で、職場体験や林間学園など教室を離れて学習する

経験をしてくることができませんでした。そんな中、これまでの学習や経験をもとに、生徒一人ひとりが自分

で考え、仲間との話し合いを通して考えを深め、卒業を前に、最後の中学校生活のなかでの集大成として、

よい思い出を作ろうとしています。 

修学旅行のきまりについても、生徒自身が集団で宿泊を伴う３日間の生活を考え、主体的に話し合いを

重ね、決めていったものです。自分たちで決めたきまりだからこそ、守ろうとする気持ちが感じられます。修学

旅行は何のために行くのか。そのことを、今、３年生一人ひとりが自覚していることを願っています。このこと

が理解できていなければ、教室、家庭を離れ、高額な費用をかけて２泊３日の校外での生活を行う意味は

ありません。 

ぜひ、ご家庭で、修学旅行に行くことの意味や何を学ぶために行くのかということについて、お子様に問

いかけてみてください。そのことを通して、修学旅行の内容を理解していただけるとともに、家庭ではどのよ

うなことを心がければよいのかが見えてくると思います。２泊３日の修学旅行を終え、家庭に戻ったとき、生

徒たちが成長を遂げていることを願っています。 
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     １１日（水） 部活動保護者会・部活見学                 １２日（木） 全校避難訓練 
 
 
 
 
 
 
 
       生徒総会に向けての学級事前討議                   １９日（木） 生徒総会 
 
☆千葉県では自転車保険への加入が義務化されます（令和 4年 7 月 1日から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        の行事予定 

 

日 時              行 事 予 定                最終下校時刻 

1日(水) 

4日(土) 

7日(火) 

8日(水) 

9日(木) 

10日(金) 

14日(火) 

15日(水) 

16日(木) 

22日(水) 

23日(木) 

24日(金) 

28日(火) 

29日(水) 

30日(木) 

眼科検診・部活動休養日・代表委員会・PTA 運営委員会 

修学旅行（奈良・京都方面）～６日(月)まで 

３年生代休・部活動休養日・口座振替日 

３年生代休・3 年生運動部部活動参加可 

１年生心臓検診 

市内大会(～１１日まで)・給食なし 

部活動休養日 

千葉県民の日(学校休み) 

３年生実力テスト 

耳鼻科検診 

１年生いじめ防止授業実施 

部活動休養日・スタディーウィーク(～２９日まで)・流教研 

期末テスト１日目・給食あり 

期末テスト２日目・給食あり・代表委員会・相談日 

第２回進路保護者会(３年生体育館) 

１６：００ 

 

１５：３０ 

１７：３０ 

１７：００ 

 

１４：２５ 

 

１８：００ 

１８：００ 

１８：００ 

１２：４０ 

１３：００ 

１４：１０ 

１６：３０ 

５月を振り返って…… 

基本の下校時刻は 

18：00 

千葉県では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例（平成２９年４月施行）」

の改正により、令和４年７月１日から自転車損害賠償保険等（以下自転車保険）への加入が義

務となります。 

全国では、自転車が加害事故となる事故で、高額な損害賠償請求がされる事例が多く発生し

ています。あなたと被害者を守るため、事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に入

りましょう。 

※自転車損害賠償保険等とは、自転車の交通事故により他人の生命又は身体を害した場合にお

いて生じた損害を賠償するための保険又は共済のことを言います。 

「千葉県 自転車保険義務化」で検索いただけます。 


